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１ 時間外労働の上限規制とは

・ 残業規制のこと。ならば、何時間までできるのか。その上限を
規制するものが３６協定。３６協定なく、残業させていると残業
そのものが違法。
→ （留意点）残業がある場合、まず、３６協定の所在を確認
しましょう。次に、協定の有効期間を経過していないか、
上限は何時間となっているかを確認しましょう。

・ ３６協定は、労使協定ですので、会社によってその内容は異な
ります。
また、同じ会社であっても支店、営業所がある場合、支店、営

業所ごと、そこに所属する労働者代表と協定しますので、本社と
協定の内容が異なることもあり得ます。
→ 派遣社員を受け入れていて、派遣社員に残業を命じる場合
は、派遣社員が所属している派遣元の３６協定の内容を事前
に確認しておきましょう。派遣元の３６協定の範囲でしか残
業命令ができないからです。
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・ 労働基準法では、残業という用語を「時間外労働」と称してい
ます。
時間外労働時間とは、①１日８時間を超える時間、②１週40時

間を超える時間です。会社によっては所定労働時間を①、②より
短くして時間外労働に達するまで数時間の法定「内」残業という
時間が発生する場合もあります。
仮に、残業があっても①、②まで達せず、実際の労働が法定内

残業までで事足りる場合、３６協定は不要です。
※①②のどちらかでも超えれば法定残業。ただし、（１ヵ月・１年）単位の変
形労働時間制を導入することで応用して解釈することが認められています。
また、特例措置対象事業場にあっては②の週40時間を44時間に読み替えます。
◆ 特例措置対象事業場とは、次に掲げる業種に該当する常時10人未満の労働者（パート・アルバイトを含む）

を使用する事業場です。常時使用労働者数は、企業全体ではなく、工場、支店、営業所等の個々の事業場
の規模で判断します。【労基法第40条（労基則第25条の２）】
・卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、不動産管理業、その他の商業
・映画の映写、演劇、その他興業の事業（映画製作・ビデオ制作の事業を除く）
・病院、診療所、保育園、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業
・旅館、飲食店、ゴルフ場、遊園地、その他の接客娯楽業

・ ３６協定が必要になるのは、時間外労働（＝法定残業）が発生
する場合です。
では、時間外労働の上限にはどういったルールがあるか？
３６協定の様式は何を使えばよいか？
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・時間外労働の上限規制（法定残業ルール）

・１日 上限はない。

・１ヵ月（単月） 原則 45 時間まで（対象期間が３ヵ月を超える１年単位
の変形労働時間制により労働する労働者については 42 時間まで）

→この原則となる上限を「限度時間」という。
例外として、特別条項を付けることで、100 時間（法定
休日労働を含む）未満まで協定することが可能。
（※特別条項無しの場合、法定休日労働を含みませんが、特別条項では休日労働時間を含めて

99時間59分以下の範囲で協定します。）

・１年間 原則 360 時間まで（対象期間が３ヵ月を超える１年単位の変形労

働時間制により労働する労働者については 320 時間まで）

→この原則となる上限を「限度時間」という。
例外として、特別条項を付けることで、720 時間まで協
定することが可能。（※１ヵ月の上限と異なり、年では休日労働を含みません。）

・１ヵ月（単月）の限度時間（45 時間 or 42 時間）を超えて労働
させることができる回数には制限があり、

年６回まで協定することが可能。

・さらに、実態において、複数月（２～６ヵ月）平均 80 時間（法
定休日労働を含む）以下。そのため、３６協定の労使で確認する
事項として、様式のチェックボックスへの☑が必須となっている。4



２ ３６協定の届出様式は２種類

以下の２種類から自社にあった１種類を決定する。

(1) 特別条項を付けない場合（限度時間以下で協定する場合）
様式第９号（協定届は１枚）

(2) 特別条項を付ける場合（限度時間超で協定する場合）
様式第９号の２（協定届は２枚で１セット）

《参考》３６協定の協定届（様式）

滋賀労働局 ３６協定 で検索

36協定の様式（新様式）はこちら
というリンクをクリックすると

右の画面に遷移します
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https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/youshiki_new36_00001.html


36協定届の記載例（様式第９号）
月45時間超の時間外・休日労働が見込まれない場合
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36協定届の記載例（様式第９号の２）
月45時間超の時間外・休日労働が見込まれる場合
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１枚目の協定事項は、
様式第９号と同じなの
で記載例は省略



３ ３６協定の協定事項の補足

・「限度時間を超えた労働に係る割増賃金率」
法定割増率は、月60時間までは２割５分以上・月60時間超から５

割以上。【注】記載例は（月60時間まで）35％となっていますが、
35％としなければならないわけではありません。【25％超は努力義務】

・「限度時間を超えて労働させる場合における手続」
労働者代表者への通告（申し入れ）、労使協議など。
（通告の例）労働者代表 〇〇〇〇 殿

特別条項付き時間外労働に関する協定に関し、来月度は下記のとおり運用しますので通告し
ます。
１ 特別の事情 突発的な顧客需要、発注の増加に対処するため
２ 期間 令和６年○月１６日 ～ 令和６年○月１５日
３ 対象となる従業員の範囲

Ａ部署 ○○○○（従業員氏名） ○○○○（従業員氏名） 〇○○○（従業員氏名）
４ 延長内容 〇〇〇〇

○○株式会社 代表取締役〇〇〇〇

・「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保
するための措置」
様式裏面①から⑩から選択（過重労働防止の観点から①～⑨から選択することが望ましい）

①医師による面接指導、②深夜労働の制限、③勤務間インターバ
ルの確保、④特別休暇の付与、⑤健康診断、⑥年休取得促進、
⑦健康問題相談窓口、⑧配置転換、⑨産業医の活用、⑩その他8
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